
 

【啓発活動】 

u 中環東大阪休憩所内 
大型車両の駐車スペースに小型車を駐車しないことや 

ポイ捨ての禁止など、適正な利用を呼びかけました。 

u 流通業務地区内 
荷待ちや休憩のために路上駐車をしている 

大型トラックのドライバーに、駐車・ポイ捨て 

をしないよう協力を求めました。 
 

【清掃活動】 
市道稲田本庄線、市道菱屋東長田線において、歩道や中央分離帯の清掃を行いました。

清掃範囲 

清掃範囲 

東⼤阪ＦＱＰ協議会では、⼤型トラックの路上駐⾞が⽇常化して 
いる東⼤阪流通業務地区及び中央環状線において、路上駐⾞マナー 
アップキャンペーンを実施いたしました。 
また、中環東⼤阪休憩所においては、適正な利⽤を促す啓発活動 

を実施いたしました。 
各関係者が協⼒して⾏動し、路上駐⾞や道路上の「ゴミ」を減らすこ

とができました。 
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